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本学の学部では「一種免許状」、大学院では「専修免許状」の取得が可能です。取得するためには、

以下の基礎資格および所定の単位を修得する必要があります。

基礎資格（新課程・旧課程共通）１

●一種免許状：学士の学位を有すること

●専修免許状：修士の学位を有すること

単位修得要件２

下表は、本学カリキュラム上の最低修得単位数ではなく、法令上の最低修得単位数を表しています。

所属学部・学科・専修・コースにより、最低必要単位数が異なる場合がありますので、詳細は学部要

項等を参照してください。

本学における履修指導は、原則として、教育職員免許法別表第一に基づいて行われます。教員として

の実務経験がある、既に他の学校種や教科の免許状を所持している等の事情により、別表第一以外の方

法※での教員免許状取得を目指す場合は、本学の履修指導を離れ、各都道府県教育委員会の指導を受け

てください。ご自身の責任と判断のもとで科目履修を進めることになります。

※各都道府県教育委員会が実施する「教育職員検定」等

■	新課程（2022年度以降入学者）、新課程（2019－2021年度入学者）
P.10の注意書きも必ず確認してください。

教員免許状の種類
小学校 中学校 高校

一
種

専
修

一
種

専
修

一
種

専
修

学部

教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目 合計８単位 合計８単位 合計８単位

日本国憲法 2 2 2

体育（実技） 2 2 2

外国語コミュニケーション 2 2 2

数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 2 2 2

教科及び教職に関する科目 合計59単位 合計59単位 合計59単位

教科及び教科の指導法に関する科目※１

小計30単位

小計28単位 小計24単位

教科に関する専門的事項※１

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）※１ 8 4

教育の基礎的理解に関する科目※２ 10 10 10

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育
相談等に関する科目※２ 10 10 8

教育実践に関する科目※２ 7 7 5

大学が独自に設定する科目※３ 2 4 12

大学院 大学が独自に設定する科目 24 24 24

最低修得単位数の合計 67 91 67 91 67 91

教員免許状取得要件
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※１　「教科に関する専門的事項」、「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」の最低修得単位数
「教科に関する専門的事項」については、法令上の最低修得単位数は定められていません。ただし、「教
科及び教科の指導法に関する科目」としては、「教科に関する専門的事項」と「各教科の指導法（情報
通信技術の活用を含む。）」との合算で「小計」に記載の単位数を修得する必要があります。また、「各
教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」については、中学校免許取得者は8単位以上、高等学校
免許取得者は４単位以上修得することが定められています。カリキュラム上の必修単位数は学部・学科・
専攻・専修により異なる場合がありますので、所属学部の「学部要項」等を必ず確認してください。

※２　「教育の基礎的理解に関する科目」等
①「教育の基礎的理解に関する科目」、②「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育
相談等に関する科目」および③「教育実践に関する科目」の総称として、「教育の基礎的理解に関する科
目」等とします。

※３　大学が独自に設定する科目（一種免許状）
「教育の基礎的理解に関する科目」等、「教科及び教科の指導法に関する科目」の最低修得単位数を超え
て単位を修得した場合は、「大学が独自に設定する科目」の単位として計算されます。上表に記載の単位
数は、「教育の基礎的理解に関する科目」等、「教科及び教科の指導法に関する科目」および「大学が独
自に設定する科目」の合計最低修得単位数である59単位から、「教育の基礎的理解に関する科目」等と
「教科及び教科の指導法に関する科目」の最低修得単位数を差し引いた単位数であり、「大学が独自に
設定する科目」の科目区分に設置されている科目を、記載されている単位数以上履修しなければならな
いという意味ではありません。

履修方法〈新課程（2022年度以降入学者）、新課程（2019－2021年度入学者）〉３

■	教科に関する専門的事項
原則として、「所属学部」の科目を履修してください。詳細は、所属学部の「学部要項」等で確認し

てください。ただし、政治経済学部・法学部・商学部・社会科学部の学生は、教育学部設置の教科に関

する専門的事項（新課程）を履修することができます。☞�P.16

「教科に関する専門的事項」の法令上の最低修得単位数の規定はありませんが、「各教科の指導法」と

の合算で、中学校一種免許状においては28単位、高等学校一種免許状においては24単位以上取得す

る必要があります。

「教科に関する専門的事項」の本学カリキュラム上の必修科目、最低修得単位数は所属学部によって

異なりますので、注意してください。

科目区分 最低修得単位数 履修方法

教科に関する専門的事項（新課程） 所属学部によって異なる。 所属学部要項等を参照。

■	各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）
「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」（以下、「各教科の指導法」）は、取得を希望する教

科に応じた教育学部設置の教職課程科目を履修してください。

新課程では、中学校一種免許状においては8単位以上、高等学校においては4単位以上の修得が必須

となります。

■「教育の基礎的理解に関する科目」等
「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談

等に関する科目」、「教育実践に関する科目」は、教育学部設置の教職課程科目を履修してください。な

お、教育学部・文学部・文化構想学部については、教育学部設置の教職課程科目の同等科目が一部設置

されている場合があります。詳細は所属学部の学部要項等を確認してください。

教員免許状取得要件
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■	大学が独自に設定する科目
科目設置箇所は教育学部※です。小学校免許・中学校免許の取得を希望する場合は、7日間の「介護

等体験」を実施することが必要なため、「介護体験実習講義」の履修が必要となります。

※�人間科学部、文化構想学部、文学部の学生は、「大学が独自に設定する科目」に充当される科目が

所属学部にも設置されています。詳細は所属学部の学部要項等を確認してください。

■	教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
66条の6に定める科目は、原則「所属学部」または「グローバルエデュケーションセンター」の科

目を履修してください。詳細については、所属学部の「学部要項」等を確認してください。

科目区分 最低修得単位数 科目設置箇所 履修方法

日本国憲法 2 所属学部 必修

体育（実技） 2 グローバルエデュケーションセンター 必修

外国語コミュニケーション 2 所属学部／グローバルエデュケーションセンター 必修

数理、データ活用及び人工知能に関
する科目又は情報機器の操作 2 所属学部／グローバルエデュケーションセンター 必修

最低修得単位数合計 8




